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設計労務単価さらに７.１％ＵＰ！ 2 年間で２３.２％ＵＰしています！

　国土交通省は１月３０日、新年度の「公共工事設計
労務単価」を７.１％引き上げると発表した
（５０職種の全国単純平均。岩手・宮城・福島の被災
３県は８.４％）。

　これで設計労務単価は、２年間で２３.２％アップす
ることになる。（被災３県は３１．２％アップ）
　なお、通常だと新年度単価は4月から適用となるが、
今年は２ヵ月前倒しして２０１４年 2月から適用する。

　

２
０
１
３
年
３
月
29
日
、
国
土
交
通
省
が

公
共
工
事
設
計
労
務
単
価
の
15
％
ア
ッ
プ
を

決
め
、
建
設
業
者
団
体
に
そ
の
完
全
実
施
と

社
会
保
険
加
入
促
進
を
要
請
。
そ
の
後
２
０

１
４
年
１
月
30
日
に
は
、
さ
ら
に
７
・
１
％

引
き
上
げ
が
発
表
さ
れ
た
。

　

国
土
交
通
省
は
民
間
工
事
に
も
公
共
工
事

に
準
拠
し
た
措
置
を
求
め
て
い
る
。

現場で働くあなた！現場で働くあなた！
賃金は上がってます賃金は上がってますか？
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会社は社会保険に
きちんと加入して
いますか？

会
社
か
ら
本
来
得
ら
れ

る
は
ず
の
賃
金
を
受
け

取
っ
て
い
ま
す
か
？

建設現場ではたらくみなさんは
２３.２％賃上げされていますか？

私たちは、「労務単価引き上げ分ピンハネなしの労働者への全額支
払い、社会保険などの福利厚生経費を労働者の賃金から差し引か
ないこと、重層下請制度廃止を推進して建設現場からダンピング
を一掃すること」などの実現に向けキャンペーンを行っています。

「おかしいな？」と思ったら、
　まずは私たちにご相談を！

％アップす
プ）
用となるが、
ら適用する。

会社 社会保険
きちんと加入して
いますか？

会
社
か
ら
本
来
得
ら
れ

る
は
ず
の
賃
金
を
受
け

取
っ
て
い
ま
す
か
？

なさんは
いますか？

労働者への全額支
賃金から差し引か
場からダンピング
を行っています。

たら、
談を！



「特殊作業員」＝３ｔ未満のクローラ型ブルドーザーやバックホ
ウ、吊り重量１t未満のクローラクレーンなど軽機械のオペレー
ター、圧送工事の筒先作業など。「普通作業員」＝人力による土

砂掘削、積み込み、運搬、敷均しなど。「運転手／特殊」＝重機
械のオペレーター、圧送車の運転または操作。「運転手／一般」
＝資機材運搬トラックの運転など。

普通作業員特殊作業員 とび工 大工

東京
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左官型わく工鉄筋工 運転手/一般運転手/特殊
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2014年 2⽉からの公共⼯事設計労務単価（9種類）
※1⽇ 8時間当たり（円）／国交省資料から
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【 千円 】 年間賃金総支給額　産業別水準（平成24年）

男
性
労
働
者
の
比
較
で
は
、

全
産
業
よ
り
26
％
低
い
水
準

全
産
業
男
性
労
働
者

建
設
業

男
性
労
働
者

若
年
層
労
働
者
の
激
減
は

ダ
ン
ピ
ン
グ
競
争
の
ツ
ケ

年
間
で
23
・
２
％
ア
ッ
プ
し
た
こ

と
に
な
る
）。
単
価
ア
ッ
プ
に
伴

い
、
太
田
国
交
大
臣
か
ら
は
建
設

業
界
を
通
じ
て
建
設
会
社
に
次
の

３
点
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。

　

要
請
を
受
け
た
日
本
建
設
業
連

合
会
（
日
建
連
）
は
、
１
次
下
請

と
の
契
約
書
に
、
引
き
上
げ
ら
れ

た
労
務
単
価
と
福
利
厚
生
経
費
を

明
記
す
る
よ
う
会
員
企
業
に
要
請

し
た
。
契
約
に
当
た
っ
て
は
、
一

次
下
請
け
会
社
と
会
員
企
業
が
職

種
別
の
労
務
単
価
を
明
記
す
る
よ

う
求
め
た
。

　

さ
ら
に
、
適
正
な
賃
金
の
支
払

い
と
社
会
保
険
の
加
入
促
進
に
つ

い
て
、
下
請
け
会
社
を
指
導
す
る

と
と
も
に
技
能
労
働
者
へ
の
賃
金

の
支
払
い
状
況
を
調
査
す
る
よ
う

会
員
企
業
に
要
請
し
た
。

　

ま
た
、
国
交
省
は
「
相
談
ダ
イ

ヤ
ル
」
を
設
置
。
元
請
会
社
と
下

請
会
社
と
の
取
引
の
際
の
法
令
違

反
や
、
下
請
会
社
間
で
の
取
引
の

際
の
法
令
違
反
の
実
態
を
調
査
中

だ
。

あなたもチェックしよう！

ダンピング撲滅へ！ダンピング撲滅へ！
２３.２％の賃上げ分は２％の賃上げ分は
全額労働者に還元を！全額労働者に還元を！

ダンピング撲滅へ！
２３.２％の賃上げ分は
全額労働者に還元を！


